


 

まえた輸送品目別ガイドラインを策定しているところであり、荷主及びトラック運送

事業者に対して「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」等によ

る情報発信を行うことにより、これらのガイドラインに基づく取組の浸透を図る。 

今後、令和６年４月からの時間外労働の上限規制の適用に向けて、平成３０年５月

に策定された「自動車運送事業の働き方改革の実現に向けた政府行動計画」及び同年

１２月に成立した改正貨物自動車運送事業法により設けられた各種規定に基づく措置

に基づき、「ホワイト物流」推進運動の推進など長時間労働を削減するための取引環境

の適正化や生産性向上の取組を集中的に進める。 

 

イ．教職員 

教員の勤務時間については、文部科学省の研究委託事業「公立小学校・中学校教員

勤務実態調査研究」（平成２８年度）の集計（確定値）によると、１週間当たりの学内

総勤務時間は、前回調査（平成１８年度）と比較して、いずれの職種でも増加してい

る。 

学校における働き方改革を実現するため、平成３１年１月に中央教育審議会におい

て、「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校に

おける働き方改革に関する総合的な方策について（答申）」が取りまとめられた。 

当該答申においては、これまで学校・教師が担ってきた代表的な業務について、①

「基本的には学校以外が担う業務」、②「学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要が

ない業務」、③「教師の業務だが、負担軽減が可能な業務」に分類し、教師の業務の適

正化を図ることが提言されており、こうした取組が着実に学校現場で進むよう、文部

科学省において、全国すべての教育委員会に対して取組状況の調査を実施し、設置者

別の結果公表や働き方改革の事例集の展開等を通じて、取組を促す。また、当該答申

や令和元年１２月に改正された「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関す

る特別措置法」等に基づき、教職員の勤務時間管理の徹底等を促すとともに、公立小

学校における３５人学級の実現をはじめとした教職員定数の改善、外部人材の活用や

部活動改革、教員免許更新制の検証・見直し、学校向けの調査の精選・削減などの様々

な取組を推進する。 

上記の取組のほか、ストレスチェック等の労働安全衛生管理を一層充実するととも

に、相談体制の充実等のメンタルヘルス対策、ハラスメント対策を推進する。 

 

ウ．医療従事者 

平成３０年版白書において、医師の脳・心臓疾患事案に係る長時間労働の要因の多

くが診療業務、管理業務であること、看護師の精神障害事案に係るストレス要因の多

くが患者からの暴言・暴力等であることが報告されている。また、新型コロナウイル

ス感染症への対応により、業務が多忙となった医療機関があることや、感染のリスク

に晒されること等による医療従事者の精神的な負担もあったとされている。 

ICT（Information and Communication Technology）等の技術の活用も含めたタスク・

シフティングやタスク・シェアリング等先進的な取組とともに、医療現場の実態を把

握する管理者の意識改革に取り組む必要があることから、医療機関の管理者等を対象

としたトップマネジメント研修を開催する。 

 

顧客や発注者からの発注等取引上の都合により、その措置が円滑に進まない等、様々

な取引上の制約が存在する場合がある。このため、業種・業態の特性に応じて発注条

件・発注内容の適正化を促進する等、取引関係者に対する啓発・働きかけを行う。 

特に、大企業の働き方改革に伴う下請等中小企業への「しわ寄せ」防止に向けて、

令和元年６月に取りまとめた「大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業

者への『しわ寄せ』防止のための総合対策」に基づく取組の推進を行うとともに、大

企業と中小企業が共に成長できる関係の構築を目指し、大企業と中小企業の連携によ

る生産性向上に取り組むことや望ましい取引慣行の遵守を経営責任者の名前で宣言す

る「パートナーシップ構築宣言」の作成・公表に向けた周知や働きかけを実施する。 

さらに、国や地方公共団体等の行政機関との取引の中には長時間労働につながって

いる場合もあるとの声を踏まえ、各府省等に対して、長時間労働につながる商慣行改

善に向けた取組の実施について協力依頼を行う。 

加えて、「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」に基づき作成さ

れている「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」に、国等が物件・工事等の官

公需契約の発注を行うに当たっては早期の発注等の取組により平準化を図り、適正な

納期・工期を設定するとともに、常設されている「官公需相談窓口」において、受注

者から働き方改革に関する相談があった場合には、適切な対応に努めることなどを盛

り込み、その徹底に努めてきているところ、引き続きその遵守徹底を図るものとする。

併せて、国は地方公共団体においても国等の契約の基本方針に準じた取引が行われる

よう要請を行う。 

また、業種の枠を越えた取組を進めるべく、事業主団体・経済団体による「長時間

労働につながる商慣行の是正に向けた共同宣言」が平成２９年９月に取りまとめられ

た。 

こうした動きや勤務間インターバル制度の導入が努力義務となったこと、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により負担が増していると考えられること等にも留意しなが

ら、業種等の分野ごとに以下の取組を推進していく。 

 

ア．トラック運送業 

自動車運転従事者の調査研究結果として、平成２９年版白書において、「繁忙期であ

る１２月の休日労働や深夜勤務の削減を行う等の対応や繁忙期における健康管理等の

取組の必要性、法律に基づく健康診断の確実な実施が求められる」旨が報告されてい

る。また、トラック運送業では、コストに見合った適正な運賃が十分収受できない中、

近年、発注者である荷主の要請が厳しい等、荷主側の都合による長時間の荷待ち時間

が発生するといった問題も見られ、トラック運転者が長時間労働を余儀なくされてい

る実態がある。トラック運転者の長時間労働の削減にはトラック運送事業者側のみの

努力で解決することが困難な面もあることから、発注者との取引関係の在り方も含め

て、改善を図っていくことが必要である。 

学識経験者、荷主、トラック運送事業者、労使団体及び行政から構成される「トラ

ック輸送における取引環境・労働時間改善協議会」において、平成３０年１１月に「荷

主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン」を

策定するとともに、令和２年５月には特に荷待ち件数の多い輸送品目特有の課題を踏
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医療従事者の勤務環境改善については、これまで医療法を始めとする関係法令に基

づく取組を進めてきたが、特に医師の働き方の見直しについては、「医師の働き方改革

に関する検討会」において、平成３１年３月に取りまとめられた「医師の働き方改革

に関する検討会報告書」に記載された方向性に沿って、医療機関における労務管理の

適正化、医師の労働時間短縮の促進を図るとともに、同報告書記載事項の制度化に向

けて、「医師の働き方改革の推進に関する検討会」を開催し、令和２年１２月の中間取

りまとめを踏まえた医療法改正法が成立（令和３年５月２１日）したところであり、

今後、令和６年４月からの時間外労働の上限規制の適用に向けて、当該検討結果も踏

まえた労働時間短縮及び健康確保措置の適切な実施に向けた取組を集中的に進めてい

く。 

さらに、医療機関における勤務環境の改善に向け、医療機関の取組事例の周知や医

療勤務環境改善マネジメントシステムの普及促進を行うなど、都道府県医療勤務環境

改善支援センターによる支援及び機能強化を進めていく。 

また、「看護職員需給分科会 医療従事者の需給に関する検討会」において、労働時

間・勤務環境の改善など看護職員の定着促進策を含めた議論が行われ、令和元年１１

月に中間取りまとめが公表された。厚生労働科学研究「看護職の労働時間・勤務環境

の改善に向けた調査研究」の研究結果も踏まえつつ、看護師等の夜勤対応を行う医療

従事者の負担軽減のため、勤務間インターバル確保等の配慮が図られるよう検討を進

めていく。 

 

エ．情報通信業 

平成２９年版白書において、「予想外の仕事が突発的に発生すること」、「システムト

ラブル等の緊急対応」や「厳しい納期」が IT 企業の労働者の長時間労働の主要な要因

として報告されている。IT 業界については、こうした課題への対応や、発注者や事業

者の協働により、「急な仕様変更」等取引の在り方の改善と長時間労働の削減を進める

ことが求められている。また、社会のデジタル化の進展等により、新たなシステムの

構築等の受注が重なり、これに対応するため、労働時間の増加等が懸念される。 

このため、長時間労働削減につながる取引環境の改善に向けた取組が地域レベルで

自律的に推進される環境を整備するため、対象地域を選定した上で、IT 企業、発注者、

業界団体、経済団体等による協議の場を設け、地域の関係者が一体となって取引環境

の改善を推進するモデルを形成し、他地域への普及・促進を図る。 

 

オ．建設業 

建設業における長時間労働の削減のためには、建設業者による生産性向上の取組と

併せて、適正な工期設定や適切な賃金水準の確保、週休２日の推進等の休日確保等、

発注者の理解と協力が不可欠であることから、その推進のため、政府として「建設業

の働き方改革に関する関係省庁連絡会議」を設置するとともに、民間発注者を含めた

関係者で構成する「建設業の働き方改革に関する協議会」を設置し、平成２９年８月

に公共・民間工事を問わず建設工事に携わる全ての関係者が守るべきルールを定めた

｢建設業における適正な工期設定等のためのガイドライン｣（平成３０年７月改訂）を

策定した。 
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また、建設業の働き方改革等を促進し、担い手の確保・育成を図るため、令和元年

６月の新・担い手３法の成立により、施工時期の平準化等を進めるとともに、著しく

短い工期による請負契約を締結してはならないこととし、令和２年７月には、中央建

設業審議会において「工期に関する基準」が作成・勧告されたところである。 

令和６年４月からの時間外労働の上限規制の適用に向けて、引き続き、建設業の働

き方改革等の促進に取り組む。 

 

カ．その他 

重層下請構造や長時間労働の傾向が見られるメディア業界については、令和元年版

白書において、精神障害事案の多くが若年労働者の事案であること、精神障害事案の

発病に関与したと考えられるストレス要因は長時間労働に関連するものが多いことが

報告されている。 

そのため、若年労働者が長時間に及ぶ時間外労働を強いられることがないように、

時間外労働の削減等仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）のとれた働き方

の促進や、メンタルヘルス不調の発生防止等職場におけるメンタルヘルス対策の充実

を図る等、若年労働者の職場環境を整備していくための取組を推進する。 

長時間労働の傾向が見られ、年次有給休暇の取得率が低い宿泊業については、今後

の訪日外国人旅行者（インバウンド）の増加等に伴い宿泊施設利用者の増加が見込ま

れることにより、労働時間の増加が懸念されることから、長時間労働の削減や年次有

給休暇の取得促進に向けた取組を進める必要がある。 

また、平成２９年版白書によると、外食産業の労働者のうち、顧客からの理不尽な

要求・クレームに苦慮することが「よくある」、「たまにある」と回答した者の割合が

４４．９％に達すると報告されている。特に、サービス産業を中心に、一部の消費者

及び生活者から不当な要求を受け、日常の仕事に支障が生じ、労働者に大きなストレ

スを与える事例も問題となりつつあることから、取組に当たってはそうした点に配慮

する。 

 

（１１）若年労働者、高年齢労働者、障害者である労働者等への取組の推進 

業務における強い心理的負荷による精神障害の労災支給決定（認定）件数が多い若

年労働者や、脳・心臓疾患の労災支給決定（認定）件数が相対的に多い高年齢労働者、

個々の特性に応じた雇用管理を求められることが相対的に多い障害者である労働者等

については、心身ともに充実した状態で意欲と能力が発揮できるよう、各々の特性に

応じたきめ細かな配慮を行う必要がある。 

 

ア．若年労働者への取組 

若年労働者の過重労働の防止のため、雇入れ時における労働時間等の労働条件の明

示を図り、新規採用時の研修機会等を捉え、労働関係法令の基礎的な内容の周知を図

る。また、若年労働者が職場に定着し、安定的にキャリアを形成していくため、入社

間もない若年労働者が長時間に及ぶ時間外労働を強いられることや、若年労働者が不

当な職制の扱いをされて長時間労働を強いられることがないように、時間外労働の削

減等仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）のとれた働き方の促進や、メン
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関係者で構成する「建設業の働き方改革に関する協議会」を設置し、平成２９年８月

に公共・民間工事を問わず建設工事に携わる全ての関係者が守るべきルールを定めた

｢建設業における適正な工期設定等のためのガイドライン｣（平成３０年７月改訂）を

策定した。 
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タルヘルス不調の発生防止等職場におけるメンタルヘルス対策の充実を図る等、若年

労働者の職場環境を整備していくための取組を推進する。 

さらに、若年労働者の過労死等の防止のためには、マネジメントの在り方及び常態

的な長時間労働を是認するような企業文化や職場風土を見直していく企業側の取組も

重要であることから、過労死等防止対策推進シンポジウムや事業主及び労務担当者等

も対象とした過重労働防止対策に必要な知識を習得するためのセミナーを開催し、そ

の参加を促す。 

なお、若年労働者のメンタルヘルスケアに当たっては、労働者の家族の支援を受け

ながら進めることが重要であることから、事業場と労働者の家族が連携したメンタル

ヘルスケアの取組事例等を周知する。 

 

イ．高年齢労働者への取組 

「高年齢労働者の安全と健康確保のガイドライン（エイジフレンドリーガイドライ

ン）」の周知等を通じて、加齢に伴う身体機能の低下等高年齢労働者の特性に配慮しな

がら、作業環境の改善、健康の保持増進等の取組を推進する。 

 

ウ．障害者である労働者や傷病を抱える労働者への取組 

障害者である労働者の過重労働防止のため、個々の障害特性や業務内容を十分考慮

し、雇用されている障害者に対する合理的配慮の提供が義務づけられていること等も

踏まえて取組を推進する。 

また、傷病を抱える労働者の中には、脳・心臓疾患のリスクが高い者もいることか

ら、治療と仕事の両立支援の取組を推進する。 

さらに、メンタルヘルス不調により休職中の労働者の円滑な職場復帰やメンタルヘ

ルス不調を抱えたまま離職に至った者の再就職のための施策を講ずる。 

 

（１２）公務員に対する周知・啓発等の実施 

国家公務員、地方公務員については、地震、台風、洪水等の自然災害や新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大等の非常事態への対応等により、一時的に長時間勤務が必

要となる場合があることも踏まえ、長時間勤務の削減のための対策、長時間勤務によ

る健康障害防止対策、勤務間インターバルの確保、メンタルヘルス対策、ハラスメン

ト防止対策に取り組む。 

国家公務員については、超過勤務命令の上限規制等の勤務時間制度の適正な運用を

徹底する。また、令和３年１月に改正した「国家公務員の女性活躍とワークライフバ

ランス推進のための取組指針」等に基づき、職員の勤務時間を「見える化」した上で、

長時間労働の要因を分析し、その要因に対応した改善方策に取り組むとともに、的確

な勤務時間管理を含む管理職員による適切なマネジメントの実現に向けて取り組む。

さらに、「職員の心の健康づくりのための指針」等の周知・啓発、管理監督者に対する

メンタルヘルスに係る研修、ｅ－ラーニング教材を用いたメンタルヘルス講習、ハラ

スメント防止講習を行う。 

地方公務員についても適切な勤務時間管理、時間外勤務の上限規制制度の適正な運

用を徹底するとともに、時間外勤務の状況等を公表し、長時間労働の要因の検証とそ
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の結果を踏まえた長時間労働の削減の取組、メンタルヘルス対策等の推進を働きかけ

る。さらに、地方公共団体における取組の好事例の情報提供を行う。 

また、国家公務員、地方公務員の公務災害の実態について職員等への情報提供を進

めるとともに、補償制度や公務災害に関する相談窓口について周知を行う。 

 

４ 相談体制の整備等 

（１）労働条件や健康管理等に関する相談窓口の設置 

労働条件や長時間労働・過重労働に関して、都道府県労働局、労働基準監督署等で

相談を受け付けるほか、電話相談窓口「労働条件相談ほっとライン」で平日夜間・土

日も労働者等からの相談を受け付ける。また、メンタルヘルス不調、過重労働による

健康障害等について、労働者等が相談できる「こころの耳」において電話・メール・

SNS 相談窓口を設置しており、新型コロナウイルス感染症に関連する相談の状況にも

留意しつつ、必要な相談体制の整備を図る。 

健康管理に関しては、全国の産業保健総合支援センターにおいて、産業医、保健師、

看護師等の産業保健スタッフ、事業者等からの相談に対応するとともに、地域産業保

健センターの地域窓口において、産業医、保健師、看護師等の産業保健スタッフ等が

いない小規模事業場への訪問等により、労働者からのメンタルヘルス等に関する相談

に対応できるよう体制の整備を図る。 

また、都道府県労働局や「ハラスメント悩み相談室」において、パワーハラスメン

トやセクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント等、過労死等に

結び付きかねない職場におけるハラスメントについて、労働者等からの相談への迅速

な対応を行う。 

加えて、フリーランス向けの相談体制としては、フリーランスの方々がハラスメン

トや発注者等との契約等のトラブル等について相談できる相談窓口を設置しており、

本相談窓口において、フリーランスの方々への相談対応を行う。 

さらに、ホームページ、リーフレット等を活用し、上記の窓口のほか、地方公共団

体及び民間団体が設置する各種窓口の周知を図るとともに、相互に連携を図る。 

 

（２）産業医等相談に応じる者に対する研修の実施 

産業医等がメンタルヘルスに関して、適切に助言・指導できるようにするため、過

重労働やメンタルヘルスに関する相談に応じる産業医、保健師、看護師等の産業保健

スタッフ等に対する研修を実施する。 

さらに、産業医、保健師、看護師等の産業保健スタッフ等に対する研修のテキスト

を公開する等、地方公共団体や企業等が相談体制を整備しようとする場合に役立つノ

ウハウの共有を図る。 

働きやすくストレスの少ない職場環境の形成に資するため、産業医科大学や産業保

健総合支援センター等を通じて、産業医、保健師、看護師等の産業保健スタッフ等の

人材育成等について、体制も含めた充実・強化を図る。 

 

（３）労働衛生・人事労務関係者等に対する研修の実施 

産業保健総合支援センターにおいて、事業者や衛生管理者、労働衛生コンサルタン 

 

タルヘルス不調の発生防止等職場におけるメンタルヘルス対策の充実を図る等、若年

労働者の職場環境を整備していくための取組を推進する。 

さらに、若年労働者の過労死等の防止のためには、マネジメントの在り方及び常態

的な長時間労働を是認するような企業文化や職場風土を見直していく企業側の取組も

重要であることから、過労死等防止対策推進シンポジウムや事業主及び労務担当者等

も対象とした過重労働防止対策に必要な知識を習得するためのセミナーを開催し、そ

の参加を促す。 

なお、若年労働者のメンタルヘルスケアに当たっては、労働者の家族の支援を受け

ながら進めることが重要であることから、事業場と労働者の家族が連携したメンタル

ヘルスケアの取組事例等を周知する。 

 

イ．高年齢労働者への取組 

「高年齢労働者の安全と健康確保のガイドライン（エイジフレンドリーガイドライ

ン）」の周知等を通じて、加齢に伴う身体機能の低下等高年齢労働者の特性に配慮しな

がら、作業環境の改善、健康の保持増進等の取組を推進する。 

 

ウ．障害者である労働者や傷病を抱える労働者への取組 

障害者である労働者の過重労働防止のため、個々の障害特性や業務内容を十分考慮

し、雇用されている障害者に対する合理的配慮の提供が義務づけられていること等も

踏まえて取組を推進する。 

また、傷病を抱える労働者の中には、脳・心臓疾患のリスクが高い者もいることか

ら、治療と仕事の両立支援の取組を推進する。 

さらに、メンタルヘルス不調により休職中の労働者の円滑な職場復帰やメンタルヘ

ルス不調を抱えたまま離職に至った者の再就職のための施策を講ずる。 

 

（１２）公務員に対する周知・啓発等の実施 

国家公務員、地方公務員については、地震、台風、洪水等の自然災害や新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大等の非常事態への対応等により、一時的に長時間勤務が必

要となる場合があることも踏まえ、長時間勤務の削減のための対策、長時間勤務によ

る健康障害防止対策、勤務間インターバルの確保、メンタルヘルス対策、ハラスメン

ト防止対策に取り組む。 

国家公務員については、超過勤務命令の上限規制等の勤務時間制度の適正な運用を

徹底する。また、令和３年１月に改正した「国家公務員の女性活躍とワークライフバ

ランス推進のための取組指針」等に基づき、職員の勤務時間を「見える化」した上で、

長時間労働の要因を分析し、その要因に対応した改善方策に取り組むとともに、的確

な勤務時間管理を含む管理職員による適切なマネジメントの実現に向けて取り組む。

さらに、「職員の心の健康づくりのための指針」等の周知・啓発、管理監督者に対する

メンタルヘルスに係る研修、ｅ－ラーニング教材を用いたメンタルヘルス講習、ハラ

スメント防止講習を行う。 

地方公務員についても適切な勤務時間管理、時間外勤務の上限規制制度の適正な運

用を徹底するとともに、時間外勤務の状況等を公表し、長時間労働の要因の検証とそ
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ト、社会保険労務士等、労働衛生・人事労務に携わっている者を対象に、産業医等の

活用方法に関する好事例や良好な職場環境を形成する要因等について研修を実施する。 

また、事業主が設置するハラスメントに関する相談窓口の担当者が、労働者の相談

の内容や状況に応じて、適切に対応できるよう支援する。 

 

（４）公務員に対する相談体制の整備等 

国家公務員については、人事院が主体となって、本人や職場の上司等が利用できる

「こころの健康相談室」や職場への復帰や再発防止に係る相談について人事当局や本

人が利用できる「職場復帰相談室」を運営しており、窓口についての周知を一層徹底

することを通じて、相談しやすい職場環境の形成を図る。 

地方公務員については、人事委員会等で勤務条件等に関する職員からの苦情相談を

実施しており、引き続き相談しやすい環境づくり等を総務省から地方公共団体に対し

促す。さらに、メンタルヘルス不調や健康障害等に関する地方公務員共済組合の取組

の一層の周知を図るとともに、引き続き、相談窓口の充実や自然災害等の非常事態時

における一層の活用のほか、関係団体が実施する各種相談事業の周知を図り、活用を

働きかける。 

 

（５）過労死の遺児のための相談対応 

過労死で親を亡くした遺児の健全な成長をサポートするために必要な相談対応を行

う。 

 

５ 民間団体の活動に対する支援 

（１）過労死等防止対策推進シンポジウムの開催 

過労死等を防止することの重要性について関心と理解を深めるため、１１月の過労

死等防止啓発月間等において、民間団体と連携して全ての都道府県で少なくとも毎年

１回は、シンポジウムを開催する。シンポジウムのプログラムには、家族を過労死で

亡くされた遺族の方の体験談を聴く機会を設ける等、過労死等を防止することの重要

性について、参加者の自覚を促すものとする。 

 

（２）シンポジウム以外の活動に対する支援 

民間団体が過労死等防止のための研究会、イベント等を開催する場合、その内容に

応じて、事前周知、後援等について支援する。 

また、過労死等の防止のための活動を行う民間団体が、過労死で親を亡くした遺児

が集い、互いに励まし合う等の交流会を１５年以上実施しており、また、平成２８年

からは国が民間団体と連携しながら「過労死遺児交流会」として実施している。過労

死で親を亡くした遺児の抱える様々な苦しみを少しでも軽減できるよう、引き続き、

過労死遺児交流会を毎年開催するとともに、遺児のための相談対応を実施し、それら

の取組状況を白書等において積極的に発信する。 

 

（３）民間団体の活動の周知 

地方公共団体、労使、国民等が、民間団体が開設する窓口等を利用したり、協力を 
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求めること等が円滑に行えるよう、民間団体の名称や活動内容等についてパンフレッ

ト等による周知を行う。 

 

第４ 国以外の主体が取り組む重点対策 

地方公共団体、労使、民間団体、国民は、法の趣旨を踏まえ、国を含め相互に協力

及び連携し、以下の視点から、過労死等の防止のための対策に取り組むものとする。 

 

１ 地方公共団体 

地方公共団体は、法第４条において、国と協力しつつ、過労死等の防止のための対

策を効果的に推進するよう努めなければならないとされている。 

このため、国が行う第３に掲げる対策に協力するとともに、第３に掲げる対策を参

考に、地域の産業の特性等の実情に応じて取組を進めるよう努める。対策に取り組む

に当たっては、国と連携して地域における各主体との協力・連携に努める。 

また、地方公務員を任用する立場からの対策を推進し、それぞれの職種の職務の実

態を踏まえた対策を講ずるよう努める。 

 

（１）啓発 

地方公共団体は、住民が過労死等に対する理解を深めるとともに、過労死等を防止

することの重要性について自覚し、過労死等の防止に対する関心と理解を深めるため、

住民に対する啓発を行うよう努める。 

若年者に対する労働条件に関する知識の付与については、国と協働して、大学等で

の啓発を行うとともに、中学校・高等学校等において、生徒に対して労働に関する指

導の充実に努める。 

地域の産業構造や労働時間、年次有給休暇の取得率等の実態に合わせて、地域内の

企業等に対し、過労死等の防止のための啓発を行うよう努める。 

年次有給休暇の取得促進については、国、労使団体等と連携して、地域のイベント

等にあわせた計画的な取得を企業、住民等に働きかけるとともに、地域全体における

気運の醸成に努める。 

また、過重労働による健康障害の防止、職場におけるメンタルヘルス対策、ハラス

メントの防止については、国と協働して、周知・啓発を行うよう努める。 

 

（２）相談体制の整備等 

地方公共団体は、過労死等に関して相談を受け付けることができる窓口の設置や、

国等が設置する窓口との連携に努める。 

 

（３）民間団体の活動に対する支援 

地方公共団体は、民間団体が取り組むシンポジウムについて、協力・後援や事前周

知等の支援を行うよう努める。 

 

２ 事業主等 

事業主は、法第４条において、国及び地方公共団体が実施する過労死等の防止のた 

 

ト、社会保険労務士等、労働衛生・人事労務に携わっている者を対象に、産業医等の

活用方法に関する好事例や良好な職場環境を形成する要因等について研修を実施する。 

また、事業主が設置するハラスメントに関する相談窓口の担当者が、労働者の相談

の内容や状況に応じて、適切に対応できるよう支援する。 

 

（４）公務員に対する相談体制の整備等 

国家公務員については、人事院が主体となって、本人や職場の上司等が利用できる

「こころの健康相談室」や職場への復帰や再発防止に係る相談について人事当局や本

人が利用できる「職場復帰相談室」を運営しており、窓口についての周知を一層徹底

することを通じて、相談しやすい職場環境の形成を図る。 

地方公務員については、人事委員会等で勤務条件等に関する職員からの苦情相談を

実施しており、引き続き相談しやすい環境づくり等を総務省から地方公共団体に対し
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の取組状況を白書等において積極的に発信する。 
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地方公共団体、労使、国民等が、民間団体が開設する窓口等を利用したり、協力を 
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めの対策に協力するよう努めるものとされている。また、労働契約法第５条において、

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働する

ことができるよう、必要な配慮をするものとすると規定されており、労働安全衛生法

第３条第１項において、事業者は、職場における労働者の安全と健康を確保するよう

にしなければならないと規定されている。 

長時間労働の削減や年次有給休暇の取得促進等の積極的な取組は企業価値を高める

こと、また、過労死等を発生させた場合にはその価値を下げることにつながり得るこ

とから、企業の規模にかかわらず取組を進める必要がある。 

これらのことから、事業主は、国が行う第３に掲げる対策に協力するとともに、労

働者を雇用する者として責任をもって過労死等の防止のための対策に取り組む。 

また、事業主団体・経済団体は、個々の事業主では改善が困難な長時間労働につな

がる商慣行の是正に向けた取組を推進していく。 

なお、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に

関する法律、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及

び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律において、

職場におけるハラスメントについて、雇用管理上の措置を講じなければならないこと

や事業主の責務が規定されている。 

 

（１）経営幹部等の取組 

過労死等の裁判例においては、法人としての安全配慮義務違反や法令の遵守が徹底

されていなかったことが指摘されていることに加え、過労死等を発生させた場合には、

企業価値の観点から企業の信用を失うことにもつながるものであり、企業の経営幹部

等はこうしたことを十分に認識し、過労死等は発生させないという決意を持って関与

し、先頭に立って、労働者の生命を守り、健康を害するような働き過ぎを防ぐための

対策を行う。具体的な対策として、近年、過労死等は、働き盛りの年齢層に加え、若

い年齢層にも発生していることを踏まえ、自社の労働時間管理の制度や運用を含めた

人事・労務の点検・見直しに取り組む。また、年次有給休暇の取得促進、勤務間イン

ターバル制度の導入、メンタルヘルス対策、ハラスメントの防止・解決等の取組を実

情に応じて進める。さらに、事業場において過労死等が発生した場合には、経営幹部

や現場の長が自ら、必要な全社研修の実施、シンポジウムや各種研修会への参加、職

場の上司や同僚との関係等の調査による原因究明を図り、再発防止の徹底に努める。 

 

（２）産業保健スタッフ等の活用 

事業主は、過労死等の防止のため、労働者が産業医、保健師、看護師等の産業保健

スタッフ等に相談できるようにする等、その専門的知見の活用を図るよう努める。 

これらのスタッフがいる事業場では、相談や職場環境の改善の助言等、適切な役割

を果たすよう事業主が環境整備を図るとともに、これらのスタッフがいない規模の事

業場では、産業保健総合支援センターを活用して体制の整備を図るよう努める。 

なお、産業医、保健師、看護師等の産業保健スタッフ等は、過労死等に関する知見

を深めるとともに、職場環境の確認状況も踏まえて、適切な相談対応等ができるよう

にすることが望まれる。したがって、産業医、保健師、看護師等の産業保健スタッフ

資
料
編

302



 

等は、産業保健総合支援センターにおいて研修を受講するほか、シンポジウム等に参

加し、過労死事例等を学ぶよう努める。 

 

３ 労働組合等 

過労死等の防止のための対策は、職場においては第一義的に事業主が取り組むもの

であるが、労働組合も、職場の実態を最も把握しやすい立場にあることから、労働者

保護の観点で主体的に取り組む必要がある。このため、労働時間の把握・管理、メン

タルヘルス対策、ハラスメント防止対策が適切に講じられるよう、職場点検等を実施

するとともに、事業主への働きかけや労使が協力した取組を行うよう努めるほか、相

談体制の整備や組合員に対する周知・啓発、良好な職場の雰囲気作り等に取り組み、

組合員から相談があった場合には、迅速な対応をするように努める。さらに、国及び

地方公共団体が実施する過労死等の防止のための対策に積極的に協力する。 

また、労働組合及び過半数代表者は、この大綱の趣旨を踏まえた労使協定の締結や

決議を行うなど、長時間労働の削減に努める。さらに、過労死等の防止のための対策

に取り組むに当たって、労働組合は労働組合に加入していない労働者に対する周知・

啓発等にも努める。 

 

４ 民間団体 

民間団体は、国及び地方公共団体等の支援も得ながら、過労死等の防止のための対

策に対する国民の関心と理解を深める取組、過労死等に関する相談の対応等に取り組

むよう努める。その際、他の主体との協力及び連携にも留意するよう努める。 

 

５ 国民 

国民は、法第４条において、過労死等の防止のための対策の重要性を自覚し、これ

に対する関心と理解を深めるよう努めるものとされている。 

このため、毎年１１月の過労死等防止啓発月間を一つの契機としつつ、国民一人ひ

とりが自身の健康に自覚を持ち、過重労働による自らの不調や周りの者の不調に気付

き、適切に対処することができるようにする等、主体的に過労死等の防止のための対

策に取り組むよう努める。 

 

第５ 過労死等防止対策の数値目標 

第１から第４までに掲げられた過労死等の防止のための対策等の趣旨を踏まえ、過

労死をゼロとすることを目指し、労働時間、勤務間インターバル制度、年次有給休暇

及びメンタルヘルス対策について、数値目標を設定する。これらの数値目標について

は、白書等により推進状況を確認できるようにするとともに、国、地方公共団体、事

業主等の関係者の相互の密接な連携の下、早期に達成することを目指す。また、４か

ら６までの数値目標については、第１４次労働災害防止計画（令和５年度から令和９

年度まで）において新たな数値目標が設定された場合には、その目標の達成に向けた

取組を推進する。さらに、公務員についても、目標の趣旨を踏まえ、必要な取組を推

進する。 
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１ 労働時間については、週労働時間４０時間以上の雇用者のうち、週労働時間６０時間

以上の雇用者の割合を５％以下とする（令和７年まで）。 

 

２ 勤務間インターバル制度について、労働者数３０人以上の企業のうち、 

（１）勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を５％未満とする（令和７年ま 

で）。 

（２）勤務間インターバル制度（終業時刻から次の始業時刻までの間に一定時間以上の 

休息時間を設けることについて就業規則又は労使協定等で定めているものに限る。）を 

導入している企業割合を１５％以上とする（令和７年まで）。 

特に、勤務間インターバル制度の導入率が低い中小企業への導入に向けた取組を推進 

する。 

 

３ 年次有給休暇の取得率を７０％以上とする（令和７年まで）。 

 

４  メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を８０％以上とする（令和４年ま

で）。 

 

５ 仕事上の不安、悩み又はストレスについて、職場に事業場外資源を含めた相談先があ

る労働者の割合を９０％以上とする（令和４年まで）。 

 

６ ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合を６０％以上

とする（令和４年まで）。 

 

第６ 推進上の留意事項 

１ 推進状況のフォローアップ 

関係行政機関は、毎年の対策の推進状況を協議会に報告するものとする。 

協議会では報告内容を点検し、関係行政機関は点検の状況を踏まえ、その後の対策

を推進するものとする。 

 

２ 対策の見直し 

法第１４条において、政府は、過労死等に関する調査研究等の結果を踏まえ、必要

があると認めるときは、過労死等の防止のために必要な法制上又は財政上の措置その

他の措置を講ずるものとすると規定されていることから、調査研究等の結果を踏まえ、

この大綱に基づく対策について適宜見直すものとする。 

 

３ 大綱の見直し 

社会経済情勢の変化、過労死等をめぐる諸情勢の変化、この大綱に基づく対策の推

進状況等を踏まえ、また、法附則第２項に基づく検討の状況も踏まえ、おおむね３年

を目途に必要があると認めるときに見直しを行う。 
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